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は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

戦
国
期
能
登
に
お
け
る
領
主
の
所
領
形
態
に
つい
て

　
　
　
　
　
　
　
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」の
分
析
か
ら
│

川　

名　

 　

俊

─84─

【
研
究
ノ
ー
ト
】

（
１
）

（
2
）

（
3
）（

4
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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研究ノート

（
14
）

（
15
）

（
16
）

表１「給人注文」にみえる村々と給人一覧

※★は港や町場のあるもの／[地名］［人名]は「諸橋家本」による復元
※［欠］は欠損のため給人名不明／［空］は給人名の記入なし

地名 給人 地名 給人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

高井
★折戸
川
★見崎
浜田
鵙
たこ島
小泊
河尻
★正院
叶

★飯田郷
上戸
★直郷
宇島
★松波
恋津
四郎丸
永
□坂
赤崎

★久乃利浦
立壁
半尻
大真脇
ひめ
★真脇
★荻
岩来
羽祢
★宇志津
藤並
波並
矢並
志津見
鵜川
古君
諸橋
阿曽良
甲
曽良
鹿並
岩車
河尻
波志借
粟津
月崎
★飛良
★中井北方
★中井南方
麦か浦
隠岐崎
内浦
★穴水
★向町
小島
乙崎
新崎
志賀浦
祢き

長
長十郎
長十郎
温井七郎
大すミ
上田井
長

佐脇又二郎
佐脇又二郎・河尻

長
遊佐孫六
遊佐孫六
本庄
遊佐
遊佐

遊佐・松波
遊佐
遊佐
遊佐
遊佐
遊佐
久乃利
久乃利
久乃利
加治・遊佐
加治・遊佐
加治・遊佐
加治・遊佐
加治・遊佐
誉田

三宅小三郎
山田四郎三郎
三宅小三郎
温井彦左衛門尉
温井兵庫助
温井兵庫助

神保八郎右衛門尉
三宅小三郎
三宅新四郎
三宅新四郎
温井七郎
東野七郎
[ 欠 ]
[ 欠 ]
後藤
後藤

後藤忠兵衛
後藤

三宅彦四郎
長
長
長
長
長
栂雪軒
栂雪軒
長
後藤
長
長

渡辺源六
［空］
弐本松
馬淵彦二郎
弐本松・入与
弐本松
弐本松
［欠］
妙法寺
妙法寺

定林寺・妙法寺・入与
大すミ

常勝寺・入与
三宅伊賀守
三宅伊賀守

三宅伊賀守・大津
佐脇源五

坪川・飯川・入与
温井兵庫助

温井兵庫助・佐脇源五
弐本松・遊佐・入与

弐本松
温井兵庫助・入与

遊佐
［欠］
［空］
誉田
誉田
誉田
富来
［空］
温井兵庫
温井兵庫
富来
富来

温井兵庫
温井兵庫
温井兵庫
加治
大上
大上
大上

遊佐・西方
給人不収
遊佐

［温井］
［□(海ヵ)門寺］
斎藤太郎四郎
斎藤太郎四郎
斎藤太郎四郎
給人不収
大すミ
大すミ

半隠斎・入与
遊佐
遊佐
[遊佐]
[欠]
遊佐
[欠]

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

曽福
鹿島

そて・小牧
深浦
瀬良志
鰯浦
長浦
高毛
杭見
田岸
熊来
浜田
豊田
笠師
しほつ
★大津
白浜
田鶴浜
舟生
奥原
わくら
石崎
松百
つむき
すそ
佐波
飯浦
通り
田尻
久来
敷島
祢屋
むせき
皆見
鉤
向田
舟見
ﾈ母か浦
はちか崎
泊
　見
長崎
野崎
大浦
筆島
二穴
大田
滝尻
赤崎
くぬき
取
三室
福留
福 [ 浦 ]
[ 角島 ]
湯浦
同見
いおり
大ぬき
たてり



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）

─87─

戦国期能登における領主の所領形態について〔川名〕

（
17
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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研究ノート

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 
本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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戦国期能登における領主の所領形態について〔川名〕

表２　給人の性格と所領の割合
性格
畠山一族

譜代家臣

その他家臣

　能登国人

寺院

不明

大隅、二本松、常勝寺、大上
遊佐、三宅、誉田、佐脇、神保、斎藤
加治、後藤、馬淵

14
43
12

40

4
8

12
36
10

33

3
6

妙法寺、定林寺、海門寺
上田井、渡辺、東野、栂雪軒、坪川、西方

長、河尻、本庄、松波、久乃利、温井、
飯川、大津、富来、山田

氏名 合計（箇所） 割合（％）

※入組の所領も数に含む
※国人名は畠山義総期において家臣とわかるもの

（
24
）

（
25
）

（
26
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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戦国期能登における領主の所領形態について〔川名〕

1 長
2 長十郎
3 温井七郎
4 大すミ
5 上田井
6 佐脇又次郎
7 河尻
8 遊佐孫六
9 本庄
10 遊佐
11 松波
12 久乃利
13 加治
14 誉田
15 三宅小三郎
16 山田四郎三郎
17 温井彦左衛門尉
18 温井兵庫助
19 神保八郎右衛門尉
20 三宅新四郎
21 東野七郎
22 後藤忠兵衛
23 後藤
24 三宅彦四郎
25 栂雪軒
26 渡辺源六
27 二本松
28 馬淵彦二郎
29 妙法寺
30 定林寺
31 常勝寺
32 三宅伊賀守
33 大津
34 佐脇源五
35 坪川
36 飯川
37 富来
38 大上
39 西方
40 海門寺
41 斎藤太郎四郎
42 半隠斎

図 1　内浦給人分布図



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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研究ノート

（
31
）

（
32
）



　
　

は
じ
め
に

　

能
登
畠
山
氏
は
、
管
領
畠
山
氏
の
一
族
で
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
に
分
家

に
よ
っ
て
能
登
国
守
護
と
な
り
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
上
杉
氏
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
一
国
支
配
を
維
持
し
た
。
畠
山
氏
権
力
で
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、

「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重
臣
層
が
台
頭
し
、
重
臣
間
で
の
抗
争
や
当
主
と
政
治

の
主
導
権
を
争
い
な
が
ら
、
次
第
に
畠
山
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
は
以
前
、
実
権
を
握
っ
た
家
臣
が
主
家
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
主
家
か
ら
自
立
化
し
た
り
し
な
い
と
い
う
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
徴
は
、
他
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
大
名
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
能
登
に
お
い
て
は
、

家
臣
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
領
主
や
そ
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
家
中
の
実
権
を
握
っ
て
い
く
「
七
人
衆
」
は
、
在
地

領
主
層
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
所
領
や
畠
山
氏
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
畠
山
氏
権
力
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

　

こ
う
し
た
課
題
に
応
え
う
る
史
料
と
し
て
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
写
」
（
以

下
「
給
人
注
文
」
と
略
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
能
登
国
鳳
至
郡
沖
波
村
の
諸
橋
稲
荷

神
社
お
よ
び
諸
橋
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
欠
で
一
部
欠
損
も
見
ら
れ
る

が
、
戦
国
期
の
能
登
内
浦
の
村
々
と
そ
の
給
人
の
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
内
浦
と
は
、
能
登
半
島
で
富
山
湾
に
面
す
る
地
域
を

指
す
。
半
島
西
側
の
外
浦
に
比
べ
て
波
が
穏
や
か
で
、
府
中
・
所
口
を
は
じ
め
と

す
る
港
が
点
在
し
、
日
本
海
流
通
に
お
い
て
も
国
内
交
通
に
お
い
て
も
重
要
な
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
勢
か
ら
、
能
登
に
お
い
て
稲
作
地
帯
で
あ
る
邑
知
地

溝
帯
と
な
ら
ん
で
経
済
の
中
心
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
守
護
畠
山
氏
に
と
っ
て
も

こ
の
内
浦
地
域
の
支
配
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
一
端
が
う
か
が
え
る
「
給
人
注

文
」
は
、
畠
山
氏
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
も
有
用
な
史
料
で
あ
る
。
従
来
は

そ
の
信
憑
性
や
正
確
な
年
代
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
道
下
勝
太
氏
が
検
討
を
加
え
、
複
数
あ
る
「
給
人

注
文
」の
伝
来
、
給
人
・
給
地
の
関
係
、
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
守
護

畠
山
義
総
の
領
国
支
配
の
進
展
の
中
で
在
地
に
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
た
。
た

だ
し
、
氏
の
「
給
人
注
文
」
の
年
代
比
定
や
作
成
背
景
、
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係

の
分
析
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
給
人
注
文
」
の
伝
来
・
作
成
年
代
に
つ
い
て
、
道
下
氏

の
成
果
に
も
よ
り
な
が
ら
概
観
し
、
次
に
分
析
を
加
え
て
守
護
で
あ
っ
た
畠
山
氏

権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
　

１　

「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格

（
１
）
史
料
の
伝
来

　

「
給
人
注
文
」
は
、『
諸
橋
家
文
書
』、『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
、
加
越
能
文
庫

『
諸
橋
文
書
』
と
し
て
伝
来
す
る
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
橋
家
本
」
、「
神
社
本
」
、「
文
庫

本
」と
略
）。
ま
ず
、各
文
書
群
の
概
要
と「
給
人
注
文
」の
伝
来
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

『
諸
橋
家
文
書
』は
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
地
域
の
有
力
百
姓
で
あ
っ
た

諸
橋
家
所
有
の
文
書
群
で
あ
る
。
文
書
目
録
に
よ
る
と
、
中
世
文
書
は
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）の
前
田
利
家
入
部
以
前
の
原
文
書
が
七
点
、「
旧
書
写
」や「
旧
記
写
」

に
収
め
ら
れ
た
写
が
一
四
点
伝
来
し
て
い
る
。「
給
人
注
文
」
の
原
文
書
は
な
く
、

「
天
文
年
中
旧
書
写
」と
呼
ば
れ
る
袋
綴
の
中
に
写
が
所
載
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に

「
内
浦
諸
」
、
最
後
に「
此
余
相
損
写
取
出
来
不
申
候
事
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
、
諸
橋
六
郷
の
惣
社
で
あ
る
諸
橋
稲
荷
神
社
に
伝

来
し
た
文
書
群
で
、
そ
の
う
ち
中
世
文
書
は
鎌
倉
〜
戦
国
期
の
文
書
が
数
点
含
ま

れ
て
い
る
（
写
含
む
）
。
「
給
人
注
文
」
の
形
態
は
袋
綴
じ
で
、
表
題
は
な
く
、
最

初
に
「
内
浦
諸
（
以
下
欠
損
）
」
と
あ
り
、
欠
損
に
よ
り
記
載
は
途
中
で
切
れ
て
い

る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
神
社
本
」
は
「
諸
橋
家
本
」
の
原
本
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
近
世
中
期
の
写
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

　

加
越
能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
一
月
か
ら
二
月
に

か
け
て
行
わ
れ
た
前
田
家
編
輯
方
に
よ
る
諸
橋
家
文
書
調
査
の
際
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
諸
橋
家
文
書
』の
写
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。「
給
人

注
文
」
に
つ
い
て
は
、
欠
損
箇
所
が
「
神
社
本
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
諸
橋
家
本
」
で
は
な
く
、
「
神
社
本
」
を
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
「
給
人
注
文
」
の
概
要
に
つ
い
て
見
た
が
、
「
諸
橋
家

本
」
「
文
庫
本
」
と
も
に
「
神
社
本
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
道

下
氏
は
「
諸
橋
家
本
」
と
「
神
社
本
」
を
比
較
す
る
な
か
で
、
「
諸
橋
家
本
」
の

一
部
に
誤
写
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
正
確
な
「
神
社
本
」
を
検
討
史
料
と

し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
社
本
」
で
は
欠
損
と
な
っ
て
い
て
も
、
「
諸

橋
家
本
」
や
「
文
庫
本
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
や
給
人
も
あ
る
。
こ
れ
は

「
神
社
本
」
を
写
し
た
時
期
が
古
く
、
ま
だ
破
損
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
、
二
つ
の
写
か
ら
は
、
現
在
の
「
神
社
本
」
で
は
わ
か
ら
な
い
地
名
や
給

人
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
諸
橋
家
本
」
「
文
庫
本
」
が
写
さ
れ
た
年
代

と
現
在
の
「
神
社
本
」
と
の
一
致
具
合
を
ふ
ま
え
る
と
、
よ
り
古
い
状
態
を
記
し

た
も
の
は
「
諸
橋
家
本
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
元
本
で
あ
る
「
神
社

本
」
を
ベ
ー
ス
に
、
欠
損
部
分
を
誤
写
に
気
を
つ
け
な
が
ら
「
諸
橋
家
本
」
で
補

っ
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

（
２
）
史
料
の
年
代
比
定

　

次
に
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
を
比
定
し
た
い
。
ま
ず
上
限
に
つ
い

て
、
道
下
氏
は
地
名
の
変
遷
や
畠
山
氏
の
重
臣
で
あ
る
温
井
氏
の
仮
名
・
官
途
に

注
目
し
て
検
討
し
て
い
る
。
「
阿
曽
良
」
の
地
名
が
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
頃
に

「
甲
」
の
小
字
名
に
な
る
こ
と
、
温
井
氏
の
宗
家
は
藤
五
郎
↓
兵
庫
助
↓
備
中
守

を
名
乗
る
が
、
「
給
人
注
文
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
「
兵
庫
助
」
で
あ
り
、
そ
の

頃
兵
庫
助
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
享
禄
四
年
に
戦
死
し
た
温
井
孝
宗
の
跡
を
継
い

だ
総
貞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
年
代
の
上
限
を
享
禄
四

年
と
す
る
。
し
か
し
、
温
井
孝
宗
は
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
に
は
「
備
中
入
道
」

を
称
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て
子
の
総
貞
に
家
督
を
譲
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
総
貞
の
「
兵
庫
助
」
と
し
て
の
初
見
は
天
文
三
年
（
一
五
三

四
）
八
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
一
方
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
、
孝
宗

は
ま
だ
出
家
し
て
お
ら
ず
、
総
貞
と
思
わ
れ
る
人
物
も
「
藤
五
郎
」
を
名
乗
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
孝
宗
が
出
家
し
て
子
の
総
貞
（
兵
庫
助
）
に
家
督
を
譲
っ
た

可
能
性
が
あ
る
時
期
、
つ
ま
り
「
給
人
注
文
」
が
反
映
す
る
時
期
の
上
限
は
、
永

正
十
五
年
四
月
末
と
推
定
で
き
る
。

　

次
に
下
限
に
つ
い
て
、
道
下
氏
は
「
給
人
注
文
」
で
は
温
井
氏
の
知
行
地
で
あ

る
弥
屋
（
閨
）
の
「
能
登
島
閨
観
音
堂
棟
札
」
（
天
文
十
一
年
八
月
）
に
「
□
□
番
□

通
守
護
代
池
田
（
以
下
欠
損
）
」
と
裏
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
弥
屋
の
領
主
が
温
井

氏
か
ら
池
田
氏
に
変
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
下
限
と
す
る
。
し
か
し
、
能

登
の
棟
札
で
は
領
主
は
「
領
主
」
「
地
頭
」
と
記
さ
れ
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、

こ
れ
の
み
で
池
田
氏
が
閨
の
領
主
と
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
で
あ
る
。
上
限
と
同
様
に
温
井
氏
の
官
途
か
ら
判
断
す
る
の
が
よ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
温
井
総
貞
が
「
兵
庫
助
」
か
ら
「
備
中
守
」
に
名
乗
り
を
変
え
る
の

は
、
天
文
十
四
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
「
給
人
注
文
」

が
反
映
す
る
時
期
の
下
限
と
推
定
す
る
。
以
上
か
ら
「
給
人
注
文
」
の
反
映
す
る

年
月
は
、
永
正
十
五
年
四
月
末
以
降
、
天
文
十
四
年
七
月
以
前
と
推
定
で
き
る
。

（
３
）
作
成
の
主
体
と
目
的

　

こ
こ
ま
で
「
給
人
注
文
」
の
史
料
的
性
格
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
み
て
き
た

が
、
最
後
に
「
給
人
注
文
」
の
作
成
の
主
体
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

〔
史
料
１
〕

　
　

浜
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
す
ミ
殿
様

　
　

豊
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
勝
寺
殿
様
入
与

　
　

笠
師　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
宅
伊
賀
守
殿

　
　

し
ほ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

大
津　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
大
津
殿

　
　

白
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
脇
源
五
殿

　
　

田
鶴
浜　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
川
殿
飯
川
殿
入
与
A

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

舟
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温
井
兵
庫
助
殿

　
　

奥
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
・
佐
脇
源
五
殿
両
所

　
　

わ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
・
遊
佐
殿
此
外
入
与

　
　

石
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
本
松
殿
様

　
　

松
百　
　
　
　
　
　

 

〔
マ
マ
〕
温
井
兵
庫
助
殿
此
外
入
与

　
　

つ
む
き　
　
　

 　
　

〔
マ
マ
〕
遊
佐
殿

　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

は
ち
か
崎　
　
　
　
　
　
　
　

加
治
殿

　
　

泊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
上
様

　
　
　

見　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

長
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　

野
崎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遊
佐
殿
・
西
方
殿

　
　

大
浦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

給
人
不
収
候

　

道
下
氏
は
畠
山
義
総
が
内
浦
地
域
の
掌
握
の
た
め
に
在
地
側
に
依
頼
し
て
作
成

し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、「
給
人
注
文
」の
記
載
の
特
徴
か
ら
作
成
の
主
体
と
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。

　

右
は
「
神
社
本
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
給
人
名
は
「
殿
」
付
け

で
あ
り
、
さ
ら
に
畠
山
一
族
と
思
わ
れ
る
大
す
ミ
（
隅
）
・
常
勝
寺
・
二
本
松
・
大

上
（
義
総
の
母
カ
）
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
一
文
字
上
げ
て
（
た
だ
し
、
い
く
つ
か
ブ

レ
も
あ
る
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
り
畠
山
氏

と
も
関
係
が
深
い
は
ず
の
府
中
・
所
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
他
に
も
「
わ
く

ら
」
「
松
百
」
で
は
「
此
外
入
与
」
と
す
る
だ
け
で
他
に
誰
が
給
人
と
し
て
含
ま

れ
る
の
か
を
記
さ
な
い
、
給
地
に
お
け
る
田
畠
面
積
や
年
貢
高
な
ど
の
情
報
を
示

し
て
い
な
い
な
ど
、
畠
山
氏
権
力
が
内
浦
を
掌
握
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
す
る

に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

　

さ
ら
に
畠
山
氏
家
臣
で
は
な
い
諸
橋
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
、
『
諸
橋
家
文

書
』
お
よ
び
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
は
「
給
人
注
文
」
以
外
の
文
書
は
、
諸
橋

家
や
諸
橋
六
郷
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
給
人
注
文
」
は

在
地
側
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
「
給
人
注
文
」
作
成
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
内
浦

地
域
に
お
け
る
生
業
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
十
六
世
紀
の
諸
橋
郷
で
は
、
沿
岸

漁
業
・
海
運
業
・
林
業
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
沿
岸
漁

業
や
海
運
業
は
個
々
の
村
域
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
彼
ら
の
活
動
範
囲
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
給
人
注
文
」
に
は
、
所
有
者
で
あ
る
諸
橋
家
が
居
住
す
る

諸
橋
郷
の
村
名
と
給
人
名
も
他
と
同
様
の
形
式
で
記
載
さ
れ
、
諸
橋
郷
だ
け
で
な

く
内
浦
の
村
々
で
共
有
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、

「
給
人
注
文
」
は
、
内
浦
地
域
の
村
々
が
活
動
範
囲
で
あ
る
内
浦
の
諸
領
主
を
把

握
す
る
た
め
に
作
成
し
、
そ
れ
が
諸
橋
家
に
伝
来
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　

２　

「
給
人
注
文
」
に
み
る
畠
山
氏
権
力

　

本
節
で
は
、
前
節
の
「
給
人
注
文
」
の
分
析
を
前
提
に
、
給
人
お
よ
び
所
領
の

広
が
り
の
特
徴
と
畠
山
氏
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
１
）
給
人
の
性
格
と
畠
山
氏
の
支
配

　

ま
ず
、
給
人
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
給
人
注
文
」
は
内
浦
地
域
の
村
々

に
よ
る
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
給
人
が
畠
山
氏
の
給

人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ
こ
で
給
人
を
「
畠
山
一
族
」
、「
譜
代

家
臣
」、「
能
登
国
人
」
、「
そ
の
他
家
臣
」（
譜
代
や
国
人
で
は
な
い
が
、
史
料
か
ら
畠
山

家
臣
で
あ
る
と
判
明
す
る
者
）
、「
寺
院
」
、「
所
属
不
明
」
に
分
け
、
そ
れ
を
一
覧
に

し
て
、
所
領
全
体
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

川
岡
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
国
人
領
は
本

領
・
給
分
・
請
負
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府
・
守
護
・
荘
園
領
主
と

の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
。
特
に
本
領
は
伝
統
的
な
地
頭
職
に
由
来
す
る
こ
と

が
多
い
た
め
相
対
的
に
自
立
性
が
高
く
、
国
人
は
そ
れ
を
梃
子
に
領
域
権
力
と
な

っ
て
い
く
と
い
う
。
一
方
、
給
分
は
守
護
と
国
人
を
結
び
付
け
る
機
能
が
あ
り
、

給
人
の
自
由
な
処
分
は
許
さ
れ
ず
守
護
の
介
入
度
が
高
い
と
い
う
。

　

以
上
の
川
岡
氏
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
給
人
注
文
」
に
現
れ
る
国
人
の
所
領
の
中

か
ら
畠
山
氏
の
給
分
地
を
抽
出
し
た
い
。
ま
ず
、
鎌
倉
期
か
ら
地
頭
と
し
て
穴
水
を

含
む
大
屋
荘
を
知
行
し
て
い
た
長
氏
と
そ
の
庶
流
（
河
尻
・
山
田
・
長
十
郎
）
の
所
領

は
、
明
ら
か
に
畠
山
氏
の
給
分
地
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
松
波
・
久
乃
利
・
大
津
は
名

字
の
地
と
そ
の
周
辺
が
知
行
地
で
あ
る
の
で
、
彼
ら
の
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
残
る
本
庄
氏
は
、
松
波
氏
と
と
も
に
若
山
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
日
野
家
の
被
官

で
あ
り
、本
庄
氏
が
知
行
す
る
「
上
戸
」
は
本
領
も
し
く
は
日
野
家
か
ら
の
給
地
で

あ
ろ
う
。
一
方
、
温
井
氏
・
飯
川
氏
・
富

来
氏
は
内
浦
地
域
に
本
領
が
な
い
こ
と
か

ら
、「
給
人
注
文
」に
現
れ
る
三
氏
の
所
領

は
す
べ
て
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
合
は
全
体
の
一

四
％
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
一
族
と
国
人
以

外
の
家
臣
は
、
元
か
ら
能
登
に
基
盤
が
な

く
、
所
領
は
す
べ
て
十
四
世
紀
末
以
降
に

畠
山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
た
給
分
地
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
体
の
五
八
％
を
占
め

る
。
以
上
か
ら
、「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ

れ
る
地
域
は
七
二
％
が
畠
山
氏
か
ら
の
給

分
地
で
あ
る
。
畠
山
氏
の
給
人
以
外
で

も
、
穴
水
と
そ
の
周
辺
に
勢
力
を
も
つ
長

氏
嫡
流
を
除
く
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、内
浦
地
域
に
は
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」
に
は
畠
山
氏
の
直
轄
領
（
料
所
）
が
明
確
に
現

れ
な
い
。
「
鹿
島
」
や
「
敷
島
」
な
ど
給
人
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
地
や
、
内

浦
地
域
に
属
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
府
中
・
所
口
が
そ

れ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
駿
河
の
今
川
氏
で
は

重
臣
を
代
官
と
し
て
直
轄
領
を
預
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
給
人
注
文
」
の
中

に
も
代
官
預
け
地
が
含
ま
れ
る
可
能
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
管
見
の
限
り
能
登
で

は
直
轄
領
の
代
官
預
け
を
示
す
史
料
は
な
く
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
地

域
は
す
べ
て
給
人
の
所
領
と
判
断
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
上
位
の
給
人
の
性
格

　

次
に
「
給
人
注
文
」
の
中
で
特
に
多
く
の
所
領
を
持
っ
て
い
る
給
人
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
最
も
多
い
の
が
「
遊
佐
」
で
二
一
か
所
（
そ
の
内
入
組
八
か
所
）
、

次
い
で
「
長
」
が
一
一
か
所
、
三
番
目
が
「
温
井
兵
庫
助
」
で
九
か
所
（
そ
の
内
入

組
二
か
所
）
で
あ
る
。
四
番
目
の
「
三
宅
小
三
郎
」
が
三
か
所
な
の
で
、
こ
の
三
氏

の
所
領
の
多
さ
が
う
か
が
え
る
。
彼
ら
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
で
見
て
い
く
。

　

遊
佐
氏
は
、
十
五
世
紀
は
じ
め
か
ら
能
登
守
護
代
を
つ
と
め
る
譜
代
家
臣
で
、

畠
山
家
中
で
は
最
有
力
の
重
臣
で
あ
る
。
多
数
の
ま
と
ま
っ
た
所
領
は
、
珠
洲
郡

の
大
部
分
を
占
め
る
若
山
荘
の
南
半
分
で
あ
る
。
室
町
中
期
以
降
に
畠
山
氏
が
請

負
を
し
て
い
た
同
荘
の
実
務
を
、
遊
佐
氏
が
担
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
遊
佐
氏
は
戦
国
期
に
は
若
山
荘
内
で
独
自
に
判
物
を
発
給
し

て
い
る
。
一
方
で
、
鹿
島
郡
に
も
多
く
所
領
を
有
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
畠

山
氏
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
地
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

長
氏
は
、
十
二
世
紀
末
に
能
登
に
入
部
し
た
長
谷
部
信
連
を
祖
と
す
る
国
人
で

あ
る
。
信
連
は
、
源
頼
朝
か
ら
鳳
至
郡
の
輪
島
か
ら
穴
水
ま
で
南
北
に
ま
た
が
る

広
域
荘
園
で
あ
る
大
屋
荘
の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
に
お

い
て
、
穴
水
周
辺
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
南
北

朝
期
ま
で
に
、
一
族
が
奥
能
登
を
中
心
と
し
て
各
地
に
分
布
す
る
能
登
最
大
の
国

人
と
な
っ
た
。
「
給
人
注
文
」
に
お
い
て
は
、
長
十
郎
・
河
尻
・
山
田
四
郎
三
郎

ら
の
庶
流
が
み
え
る
。
嫡
流
と
河
尻
は
室
町
幕
府
の
奉
公
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、

在
京
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
十
六
世
紀
前
半
の
長
続
連
の
代
以
降
は
畠
山
氏
の
重

臣
と
な
り
、
畠
山
氏
滅
亡
ま
で
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
。

　

温
井
氏
は
、
元
は
鹿
島
郡
温
井
の
地
を
名
字
と
す
る
小
規
模
な
国
人
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
国
内
有
数
の
港
で
あ
る
輪
島
を
本
領
と
す
る
よ
う

に
な
り
、
内
浦
地
域
に
も
多
く
所
領
を
有
す
る
大
領
主
と
な
っ
た
。
特
に
十
六
世

紀
前
半
の
孝
宗
・
総
貞
の
代
に
畠
山
氏
の
重
臣
と
し
て
台
頭
し
た
。
他
に
東
福
寺

栗
棘
庵
領
の
鳳
至
郡
志
津
良
荘
で
は
、
同
庵
と
の
関
係
か
ら
代
官
を
世
襲
す
る
な

ど
、
主
な
基
盤
は
外
浦
地
域
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
給
人
注
文
」
に
見
え
る
よ

り
さ
ら
に
多
く
の
所
領
を
外
浦
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
で
多
く
の
所
領
を
有
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
畠
山
氏
の
重
臣
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
荘
園
の
代

官
や
伝
統
的
な
地
頭
職
な
ど
、
必
ず
し
も
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
に
拠
ら
な
い
支

配
を
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
港
や
町
場
を
含
む
収
益
性
の
高
い
所
領
を
持
っ
て
い

た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

（
３
）
給
人
分
布
の
特
徴

　

最
後
に
「
給
人
注
文
」
を
地
図
に
落
と
し
た
「
内
浦
給
人
分
布
図
」
か
ら
、
所

領
の
分
布
に
関
す
る
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
所
領
の
全
体
数

一
二
〇
箇
所
（
そ
の
内
一
七
箇
所
が
入
組
）
に
対
し
、
四
二
人
も
の
給
人
が
分
散
的
に

配
置
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
浦
地
域
に
お
け
る
給
人
所
領
の
小
規
模

性
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
前
節
で
述
べ
た
重
臣
ク
ラ
ス
の
家
臣
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
遊
佐

氏
は
、
若
山
荘
に
お
け
る
所
領
は
加
治
氏
と
の
入
組
の
箇
所
も
多
く
、
ま
た 

本

庄
・
松
波
・
久
乃
利
と
い
っ
た
国
人
の
所
領
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
荘
内
を
一

円
的
に
支
配
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
次
に
温
井
氏
は
、
鳳
至
郡
北
部
に
基
盤

を
も
つ
も
の
の
、
本
領
で
あ
る
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
り
、
さ
ら
に

鳳
至
郡
の
大
部
分
が
本
来
長
氏
の
所
領
で
あ
り
、
代
官
を
世
襲
す
る
志
津
良
荘
を

除
く
地
域
を
一
円
的
に
支
配
で
き
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
内
浦
地
域
の

所
領
も
温
井
氏
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
長
氏
に
つ
い
て
も
、

本
領
地
で
あ
る
穴
水
周
辺
以
外
に
、
か
な
り
離
れ
た
珠
洲
郡
に
も
所
領
を
有
し
て

い
る
ほ
か
、
伝
統
的
に
知
行
し
て
き
た
大
屋
荘
に
お
い
て
も
、
戦
国
期
に
入
っ
て

守
護
勢
力
に
よ
る
侵
食
が
進
み
、
縮
小
・
散
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
長
氏
が
十
六
世
紀
前
半
に
畠
山
家
臣
と
な
る
の
も
、
こ
れ
ら
所
領
の
維

持
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
多
数
の
所
領
を
有
す
る
上
位
の
給
人
で
あ
っ
て
も
、
入
組
地

が
多
か
っ
た
り
、
離
れ
た
所
領
を
多
数
有
し
て
い
た
り
と
、
大
規
模
な
一
円
支
配

は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
の
所
領
も
全
体
と
し
て
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」
は
、
畠
山
氏
に
よ
る
作
成
で

は
な
く
、
沿
岸
漁
業
や
海
運
業
を
生
業
と
す
る
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
諸
領
主
の

把
握
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
は
永

　
　
　
　
　

正
十
五
年
（
四
月
）
か
ら
天
文
十
四
年
（
七
月
）
の
間
で
あ
る
。

　

こ
の
「
給
人
注
文
」
か
ら
、
内
浦
地
域
の
給
人
は
畠
山
氏
か
ら
の
給
分

地
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
畠
山
氏
の
支
配
が
強
く
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
畠
山
氏
の
直
轄
領
は
明
確
に
現
れ
な
い
。
次
に
多
数

か
つ
良
質
の
所
領
を
有
し
て
い
た
の
は
、
十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く

台
頭
す
る
重
臣
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
所
領
に
は
、
本
領
や
荘
園
の
請
負

代
官
な
ど
に
由
来
す
る
独
自
支
配
の
領
域
も
含
ま
れ
、
か
つ
港
や
町
場
な

ど
収
益
性
の
高
い
所
領
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
給
人
と
入

組
し
て
い
た
り
、
距
離
的
に
離
れ
て
い
る
知
行
地
も
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
重
臣
層
の
所
領
で
あ
っ
て
も
大
規
模
な
一
円
支
配
は
成
立
し
て
お
ら

ず
、
全
体
と
し
て
所
領
は
小
規
模
・
散
在
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
能
登
国
お
け
る
所
領
形
態
の
全
体
像
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠

山
氏
権
力
と
家
臣
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

　

十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
畠
山
氏
権
力
は
、
「
七
人
衆
」
と
呼
ば
れ
る
重

臣
が
台
頭
し
、
当
主
や
重
臣
間
で
抗
争
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
重
臣
層
が

実
権
を
握
る
政
治
体
制
と
な
っ
た
。
こ
の
抗
争
の
中
で
特
に
力
を
持
ち
、

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
遊
佐
・
長
・
温
井
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
氏

が
内
浦
地
域
に
お
い
て
、
他
に
比
べ
て
良
質
か
つ
圧
倒
的
な
数
の
所
領
を

有
し
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
給
人
注
文
」

で
は
、
畠
山
一
族
の
所
領
が
全
体
の
一
二
％
と
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の

こ
と
が
畠
山
一
族
で
は
な
く
重
臣
層
が
権
力
内
で
台
頭
し
た
要
因
の
一
つ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
実
権
を
握
り
な
が
ら
も
、
主
家
か
ら
自
立
化
す
る
こ
と
は
な

く
、
最
後
ま
で
「
年
寄
衆
」
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
続
け
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
戦
国
期
の
大
名
重
臣
層
に
つ
い
て
は
、
郡
規
模
の
所
領
を
一
円
的
・

排
他
的
に
支
配
す
る
自
立
性
の
高
い
領
主
（
戦
国
領
主
あ
る
い
は
国
衆
）
で
あ
る
と
い

う
理
解
が
通
説
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
野
田
泰
三
氏
は
、
播
磨
の
有
力
国

人
で
あ
る
上
月
氏
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
守
護
で
あ
る
赤
松
氏
へ
の
依
存
を

高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
戦
国
期
に
畠
山
氏
権
力
内
で
中
心
と
な
っ
た
遊
佐
・
温

井
・
長
ら
重
臣
層
に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
重

臣
層
は
経
済
的
基
盤
の
強
さ
（
＝
経
済
的
収
益
の
大
き
な
所
領
の
多
さ
）
に
よ
っ
て
権
力

内
で
台
頭
す
る
が
、
所
領
の
散
在
性
ゆ
え
に
畠
山
氏
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
所
領

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
結
局
は
権
力
内
で
の
抗
争
に
と
ど
ま
り
、
最

後
ま
で
自
立
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
「
給
人
注
文
」
に
あ
ら
わ
れ
る
所
領
形
態
の
特
徴
が
、
十

六
世
紀
半
ば
以
降
の
能
登
畠
山
氏
権
力
の
特
質
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
戦
国
期
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
の
権
力
構
造
や
領

国
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
）
東
四
柳
史
明
氏
の
一
連
の
研
究
成
果
に
よ
る
。
「
畠
山
義
綱
考
│
能
登
畠
山
氏
末
期

の
領
国
制
│
」
（
『
国
史
学
』
八
八
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
能
登
畠
山
氏
家
督
の

再
検
討
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
七
三
号
、
一
九
七
二
年
）
、
「
畠
山
義
総
考
」

（
『
北
陸
史
学
』
三
〇
号
、
一
九
八
一
年
）
、
「
能
登
弘
治
内
乱
の
基
礎
的
考
察
」

（
『
国
史
学
』
一
二
二
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
半
島
国
の
中
世
史
』
（
北
國
新
聞

社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
２
）
拙
稿
「
戦
国
に
お
け
る
能
登
畠
山
氏
権
力
の
展
開
と
家
臣
│
能
登
畠
山
氏
を
事
例
に

│
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
四
九
号
、
二
〇
一
五
年
）

（
３
）
史
料
名
は
『
新
修
七
尾
市
史
７
七
尾
城
編
』
（
以
下
『
七
史
』
）
に
よ
る
。

（
４
）
道
下
勝
太
「
戦
国
期
能
登
の
無
年
号
文
書
の
検
討
│
「
能
登
内
浦
村
々
給
人
注
文
」

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
│
」
（
『
加
能
地
域
史
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
。
以

下
、
道
下
氏
の
研
究
を
引
用
す
る
際
は
、
同
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
５
）
『
能
都
町
史　

資
料
編
１
』
所
載
。

（
６
）
『
七
史
』
所
載
。

（
７
）
『
能
登
穴
水
諸
橋
家
文
書
目
録
』（
穴
水
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
８
）
注
７
前
掲
書
に
よ
る
と
、近
世
後
期
に
諸
橋
家
伝
来
の
中
世
文
書
を
写
し
た
と
さ
れ
る
。

（
９
）
現
鳳
珠
郡
穴
水
町
か
ら
能
登
町
に
か
け
て
の
地
域
の
呼
称
で
、
戦
国
期
か
ら
見
ら
れ

る
。
鹿
並
・
曽
良
・
甲
・
諸
橋
本
郷
・
古
君
・
山
中
・
七
海
・
鵜
川
・
矢
波
・
波

並
・
藤
波
・
宇
出
津
・
武
連
・
山
田
吉
谷
の
村
々
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
六
郷
の
内

訳
と
そ
の
郷
数
は
不
明
で
あ
る
。
（
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
17　

石
川
県
の
地
名
』

（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）
）

（
10
）
注
７
前
掲
書
。

（
11
）
『
能
都
町
史
』
。

（
12
）
『
加
越
能
文
庫
解
説
目
録
』
。

（
13
）
「
給
人
注
文
」
を
所
収
し
て
い
る
『
諸
橋
文
書
』
の
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
や
加
越

能
文
庫
『
諸
橋
文
書
』
は
、
基
本
的
に
諸
橋
家
伝
来
の
史
料
を
写
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
給
人
注
文
」
だ
け
は
「
神
社
本
」
が
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
『
諸
橋
稲
荷
神
社
文
書
』
の
伝
来
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社

に
伝
来
す
る
文
書
に
は
、
「
天
文
年
中
旧
書
写
」
に
写
さ
れ
て
い
る
も
の
（
「
天
正

十
七
年
分
諸
橋
村
年
貢
皆
済
状
」
）
や
、
元
は
諸
橋
家
伝
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

文
書
（
諸
橋
次
郎
兵
衛
宛
「
温
井
景
隆
等
連
署
書
状
」
等
）
が
数
点
含
ま
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
「
神
社
本
」
は
元
々
『
諸
橋
家
文
書
』
に
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
る

時
期
に
何
ら
か
の
形
で
神
社
に
移
さ
れ
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
。

（
14
）
『
実
隆
公
記
』
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
二
月
二
十
日
条

（
15
）
「
鵜
川
菅
原
神
社
棟
札
」
（
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
三
五
八
頁
）
。

（
16
）
『
冷
泉
為
広
能
州
下
向
日
記
』
永
正
十
五
年
四
月
廿
三
日
条
（
『
加
能
史
料
戦
国

Ⅵ
』
三
五
八
頁
）

（
17
）
「
温
井
総
貞
書
状
」（『
栗
棘
庵
文
書
』、『
加
能
史
料
Ⅹ
Ⅱ
』
一
五
頁
、
五
六
頁
）。

（
18
）
十
六
世
紀
前
半
に
七
尾
城
に
拠
点
を
移
す
ま
で
は
、
府
中
・
所
口
地
区
に
守
護
所
が

お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）
権
力
（
領
主
）
側
が
給
地
と
給
人
を
書
き
上
げ
る
性
格
の
史
料
と
し
て
は
知
行
目
録

と
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
知
行
目
録
は
、
一
般
に
宛
行
状
や
譲

状
に
添
付
し
た
り
、
寺
社
本
所
が
自
ら
の
所
領
を
確
認
し
た
り
す
る
た
め
に
作
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
「
所
領
役
帳
」
は
、
後
北
条
氏
が
家
臣
に
知
行
役
を
賦
課
す
る
目

的
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
家
臣
を
「
衆
」
ご
と
に
分
類
し
、
所
領
名
お
よ
び
貫
高

を
記
し
て
い
る
。
「
給
人
注
文
」
は
地
名
と
そ
の
領
主
を
北
か
ら
順
に
書
き
上
げ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
特
定
の
領
主
と
そ
の
領
地
を
書
き
上
げ
る
こ
れ
ら
の
史

料
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
多
数
の
給
人
名
を
広
域
に
わ
た
っ
て
正
確
に
記
し
て
い
る
点
、
畠
山
一
族

と
そ
れ
以
外
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
畠
山
氏
側
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て

い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（
21
）
注
７
前
掲
書
。

（
22
）
能
登
の
流
通
・
経
済
の
中
心
で
あ
っ
た
府
中
・
所
口
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
も
、
そ

こ
が
内
浦
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
日
常
的
に
往
来
す
る
都
市
で
、
わ

ざ
わ
ざ
領
主
の
名
前
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）
川
岡
勉
「
中
世
後
期
の
守
護
と
国
人
」
（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期
権
力
と
地
域
社

会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
）
。

（
24
）
温
井
氏
は
鹿
島
郡
温
井
（
こ
の
時
期
は
鳳
至
郡
輪
島
）
、
飯
川
氏
は
鹿
島
郡
飯
川

保
、
富
来
氏
は
羽
咋
郡
富
来
院
が
そ
れ
ぞ
れ
本
領
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
い
ず
れ
も

内
浦
地
域
に
は
な
い
。

（
25
）
有
光
友
學
『
戦
国
大
名
今
川
氏
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

（
26
）
「
遊
佐
総
光
判
物
」
（
「
法
住
寺
文
書
」
『
加
能
史
料 

戦
国
Ⅷ
』
二
六
一
頁
）
。

（
27
）
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
十
一
年
三
月
十
三
日
条
（
『
加
能
史
料　

戦
国
11
』
一
三

七
頁
）
な
ど

（
28
）
輪
島
は
室
町
期
ま
で
小
屋
湊
と
呼
ば
れ
、
長
氏
が
代
々
知
行
し
て
い
た
大
屋
荘
に
属

す
る
湊
で
あ
り
、
文
明
年
間
に
な
っ
て
神
保
氏
と
と
も
に
温
井
氏
が
領
主
と
し
て
見

え
る
よ
う
に
な
る
。
温
井
氏
は
元
々
鹿
島
郡
の
温
井
村
が
本
貫
地
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
輪
島
が
畠
山
氏
か
ら
の
給
分
地
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
29
）
た
と
え
ば
、
温
井
総
貞
は
内
浦
の
鵜
川
菅
原
社
の
造
営
に
関
与
し
て
い
る
（
前
掲
注

15
史
料
）
。

（
30
）
戦
国
期
に
な
る
と
輪
島
を
温
井
氏
が
知
行
し
、
輪
島
と
穴
水
と
の
中
間
に
位
置
す
る

三
井
に
畠
山
義
元
（
畠
山
義
総
の
先
代
当
主
）
の
菩
提
寺
興
徳
寺
が
建
立
さ
れ
て
い

る
（
こ
れ
は
畠
山
氏
が
有
力
国
人
で
あ
る
長
氏
と
温
井
氏
を
牽
制
す
る
目
的
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
四
柳
史
明
「
大
名
領
国
の
形
成
と
総
持
寺
」
（
『
新
修

門
前
町
史 

通
史
編
』
第
三
章
、
二
〇
〇
六
年
）
）
。
ま
た
長
氏
が
南
北
朝
期
に
進
出

し
た
櫛
比
荘
も
戦
国
期
に
は
畠
山
氏
の
支
配
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
）
矢
田
俊
文
『
日
本
中
世
戦
国
期
権
力
構
造
の
研
究
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、

黒
田
基
樹
『
戦
国
期
東
国
の
大
名
と
国
衆
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

（
32
）
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
」
（
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
。

　
　【

付
記
】

　

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
第
二
回
加
能
地
域
史
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
に
、
当
日
の
討
論

や
、
同
日
に
報
告
さ
れ
先
に
原
稿
化
さ
れ
た
道
下
氏
の
成
果
を
受
け
て
、
加
筆
・
修
正
を
し

た
も
の
で
あ
る
。
道
下
氏
を
は
じ
め
、
当
日
に
貴
重
な
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
謝
意
を

表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
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戦国期能登における領主の所領形態について〔川名〕


